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決議案第２号 

小田原市立病院における預り金に関する調査特別委員会の設置を求める決議 

 

上記の議案を別紙のとおり会議規則第１５条の規定により提出します。 

 



小田原市立病院における預り金に関する調査特別委員会の設置を求める決議 

 

１ 調査事項 

本議会は、地方自治法第９８条第１項の規定により、次の事項について調査を行う

ものとする。 

 （１）小田原市立病院における預り金に関する事項 

２ 特別委員会の設置 

  本調査は、地方自治法第１１０条及び委員会条例第５条の規定により、委員１３人

からなる小田原市立病院における預り金に関する調査特別委員会を設置し、これに付

託するものとする。 

３ 調査権限 

  本議会は、１に掲げる事項の調査を行うため、地方自治法第９８条第１項の権限を

上記特別委員会に委任する。 

４ 調査期限 

  上記特別委員会は、１に掲げる調査が終了するまで閉会中もなお調査を行うことが

できる。 

 

以上、決議する。 

 

平成２３年１１月１０日 

小 田 原 市 議 会   


